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5　法令等





（平成9年3月19日　厚生省令第14号）
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第2条

2

3

4

　給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはな
らない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令

　給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り
扱う施設に近接して設置されていてはならない。
　鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置
は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のための
措置が講じられているものでなければならない。

　給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためにその構造及び材質
に応じた適切な接合が行われているものでなければならない。
　家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の
修理を容易に行うことができるようにしなければならない。

　水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条第2項の規定に基づき、給水装置の構造及び材
質の基準に関する省令を次のように定める。

　飲用に供する水を供給する給水装置は、厚生労働大臣が定める浸出に関する試験(以下
「浸出性能試験」という。)により供試品(浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその
材料(金属以外のものに限る。)をいう。)について浸出させたとき、その浸出液は、別表第1の
上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっ
ては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下欄に掲
げる基準に適合しなければならない。

　貯湯湯沸器及び貯湯湯沸器の下流側に設置されている給水用具(次号に規定する部
分を除く。)は、耐圧性能試験により0.3メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏
れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
　前号の給水用具のうち一缶二水路型貯湯湯沸器(一つの熱交換器を浴槽内の水等
の加熱及び給湯に兼用する構造の貯湯湯沸器をいう。)は、その浴槽内の水等の加熱
用の水路(熱交換器内のものに限る。)の部分については、接合箇所(溶接によるものを
除く。)を有せず、耐圧性能試験により1.75メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水
漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
　〇リング等を水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、前3号
に掲げる性能を有するとともに、耐圧性能試験により20キロパスカルの静水圧を1分間
加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。

　給水装置(最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く。以下この条にお
いて同じ。)は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものでなければならない。
　給水装置(貯湯湯沸器及び貯湯湯沸器の下流側に設置されている給水用具を除く。)
は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験(以下「耐圧性能試験」という。)により1.75
メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じな
いこと。

第1条

平成16年1月26日
平成14年10月29日
平成12年10月20日

　厚生労働省令第6号
　厚生労働省令第138号
　厚生省令第127号

平成21年 3月 6日 　厚生労働省令第27号
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(水撃限界に関する基準)
第3条

(防食に関する基準)
第4条

2

(逆流防止に関する基準)
第5条

一

イ

ロ

ハ

逆流防止給水用具別、逆流防止性能試験（ハによる読み替え済み）
（1） 　減圧弁

（2）

（3）

　逆止弁(減圧式逆流防止器を除く。)及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具
(ハにおいて「逆流防止給水用具」という。)は、逆流防止性能試験により3キロパスカ
ル及び1.5メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の
異常を生じないこと。
　逆流防止給水用具のうち次の表の第1欄に掲げるものに対するロの規定の適用
については、同欄に掲げる逆流防止給水用具の区分に応じ、同表の第2欄に掲げ
る字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる字句とする。

　当該逆流防止装置の流出側に止水機構が設けられておらず、かつ、大気に開口
されている逆流防止給水用具（（3）及び（4）に規程するものを除く。）

　浴槽に直結し、かつ、自動給湯する給湯器及び給湯付きふろがま（（4）に規程す
るものを除く。）

　水栓その他水撃作用(止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作
用をいう。)を生じるおそれのある給水用具は、厚生労働大臣が定める水撃限界に関する試
験により当該給水用具内の流速を2メートル毎秒又は当該給水用具内の動水圧を0.15メガ
パスカルとする条件において給水用具の止水機構の急閉止(閉止する動作が自動的に行わ
れる給水用具にあっては、自動閉止)をしたとき、その水撃作用により上昇する圧力が1.5メ
ガパスカル以下である性能を有するものでなければならない。ただし、当該給水用具の上流
側に近接してエアチャンバーその他の水撃防止器具を設置すること等により適切な水撃防
止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。

　酸又はアルカリによって侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、酸又
はアルカリに対する耐食性を有する材質のもの又は防食材で被覆すること等により適切な
侵食の防止のための措置が講じられているものでなければならない。

　逆流防止性能試験により3キロパスカル及び【当該減圧弁の設定圧力】の静水圧
を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。

　漏えい電流により侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、非金属製
の材質のもの又は絶縁材で被覆すること等により適切な電気防食のための措置が講じられ
ているものでなければならない。

　水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいずれかに該
当しなければならない。
　次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水用具が、水の逆流を防止するこ
とができる適切な位置(ニに掲げるものにあっては、水受け容器の越流面の上方150ミリ
メートル以上の位置)に設置されていること。
　減圧式逆流防止器は、厚生労働大臣が定める逆流防止に関する試験(以下「逆
流防止性能試験」という。)により3キロパスカル及び1.5メガパスカルの静水圧を1分
間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないとともに、厚生労働大
臣が定める負圧破壊に関する試験(以下「負圧破壊性能試験」という。)により流入
側からマイナス54キロパスカルの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器に接続した
透明管内の水位の上昇が3ミリメートルを超えないこと。

　逆流防止性能試験により3キロパスカル及び【50キロパスカル】の静水圧を1分間
加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。

　逆流防止性能試験により【3キロパスカル】の静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、
変形、破損その他の異常を生じないこと。
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(耐寒に関する基準)
第6条

(耐久に関する基準)
第7条

附則 (平成16年1月26日厚労令第6号)
(施行期日)
第1条
　この省令は、平成16年4月1日から施行する。

　浴槽に直結し、かつ、自動給湯する給湯器及び給湯付きふろがまであって逆流
防止装置の流出側に循環ポンプを有するもの

　呼び径が25ミリメートルを超えるものにあっては、別表第3の上欄に掲げる区分に
応じ、同表下欄に掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されて
いること。

　事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、前項第2号に
規定する垂直距離及び水平距離を確保し、当該場所の水管その他の設備と当該給水装置
を分離すること等により、適切な逆流の防止のための措置が講じられているものでなければ
ならない。

　屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設置されている
給水装置のうち減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁(給水用具の内部に備え付け
られているものを除く。以下「弁類」という。)にあっては、厚生労働大臣が定める耐久に関す
る試験(以下「耐久性能試験」という。)により10万回の開閉操作を繰り返し、かつ、厚生労働
大臣が定める耐寒に関する試験(以下「耐寒性能試験」という。)により零下20度プラスマイナ
ス2度の温度で1時間保持した後通水したとき、それ以外の給水装置にあっては、耐寒性能
試験により零下20度プラスマイナス2度の温度で1時間保持した後通水したとき、当該給水
装置に係る第1条第1項に規定する性能、第3条に規定する性能及び前条第1項第1号に規
定する性能を有するものでなければならない。ただし、断熱材で被覆すること等により適切
な凍結の防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。

　弁類(前条本文に規定するものを除く。)は、耐久性能試験により10万回の開閉操作を繰り
返した後、当該給水装置に係る第1条第1項に規定する性能、第3条に規定する性能及び第
5条第1項第1号に規定する性能を有するものでなければならない。

　水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間
が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具は、負圧破壊性能
試験により流入側からマイナス54キロパスカルの圧力を加えたとき、吐水口から水を
引き込まないこと。

　吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準に適合すること。
　呼び径が25ミリメートル以下のものにあっては、別表第2の上欄に掲げる呼び径の
区分に応じ、同表中欄に掲げる近接壁から吐水口の中心までの水平距離及び同
表下欄に掲げる越流面から吐水口の中心までの垂直距離が確保されていること。

　バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス54キロパス
カルの圧力を加えたとき、バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が
75ミリメートルを超えないこと。
　負圧破壊装置を内部に備えた給水用具は、負圧破壊性能試験により流入側から
マイナス54キロパスカルの圧力を加えたとき、当該給水用具に接続した透明管内の
水位の上昇が負圧破壊装置の空気吸入シート面から水受け部の水面までの垂直
距離の2分の1を超えないこと。

　逆流防止性能試験により3キロパスカル及び【当該循環ポンプの最大吐出圧力又
は50キロパスカルのいずれかの高い圧力】の静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、
変形、破損その他の異常を生じないこと。
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(経過措置)
第2条

第3条

第4条

　平成17年3月31日までの問、この省令による改正後の別表第1有機物(全有機炭素(TOC)
の量)の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム
消費量)」と、同項の中欄中「0.5mg/ 」とあるのは「1.0mg/ 」と、同項の下欄中「5mg/ 」とある
のは「10mg/ 」とする。

　パッキンを除く主要部品の材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を使用している水栓
その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準については、当分
の間、この省令による改正後の別表第1フェノール類の項中「0.0005mg/ 」とあるのは
「0.005mg/ 」とする。

　この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現
に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条第1項に規定する基準に適合しないも
のについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
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ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.001mg／ 以下 ヒ素の量に関して、0.01mg／ 以下

水銀の量に関して、0.00005mg／ 以下 水銀の量に関して、0.0005mg／ 以下

セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.001mg／ 以下

フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.08mg／ 以下 フッ素の量に関して、0.8mg／ 以下

六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.005mg／ 以下 六価クロムの量に関して、0.05mg／ 以下

シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.001mg／ 以下 シアンの量に関して、0.01mg／ 以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、0.1mg／ 以下 ホウ素の量に関して、1.0mg／ 以下

四塩化炭素

テトラクロロエチレン 0.001mg／ 以下

ホルムアルデヒド 0.008mg／ 以下 0.08mg／ 以下

ベンゼン 0.001mg／ 以下 0.01mg／ 以下

銅の量に関して、0.1mg／ 以下 銅の量に関して、1.0mg／ 以下

味 異常でないこと

陰イオン界面活性剤 0.02mg／ 以下

濁度 0.2度以下 2度以下

5度以下色度 0.5度以下

2.6-トルエンジアミン 0.001mg／ 以下 0.001mg／ 以下

備考

1.2-ブタジエン 0.001mg／ 以下 0.001mg／ 以下

酢酸ビニル 0.01mg／ 以下

2.4-トルエンジアミン 0.002mg／ 以下 0.002mg／ 以下

1.3-ブタジエン 0.001mg／ 以下 0.001mg／ 以下

　主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準にあっては、この表
鉛及びその化合物の項中「0.001mg／ 」とあるのは「0.007mg／ 」と、亜鉛及びその化合物の項中「0.1mg／ 」とあるのは「0.97mg／ 」と、銅及
びその化合物の項中「0.1mg／ 」とあるのは「0.98mg／ 」とする。

カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.0003mg／ 以下 カドミウムの量に関して、0.003mg／ 以下

水銀及びその化合物

浸出性能の基準　（厚生省令第14号　第2条　別表第1）　　(改正　平成22年2月17日　健発0217第1号)

事項
　水栓その他給水装置の末端に設置されている
給水用具の浸出液に係る基準

　給水装置の末端以外に設置されている給水用
具の浸出液、又は給水管の浸出液に係る基準

セレンの量に関して、0.01mg／ 以下

鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.001mg／ 以下 鉛の量に関して、0.01mg／ 以下

0.004mg／ 以下

1.0mg／ 以下 10mg／ 以下

0.0002mg／ 以下 0.002mg／ 以下

ジクロロメタン 0.002mg／ 以下 0.02mg／ 以下

0.003mg／ 以下 0.03mg／ 以下

0.01mg／ 以下

トリクロロエチレン

アルミニウムの量に関して、0.02mg／ 以下 アルミニウムの量に関して、0.2mg／ 以下

亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、0.1mg／ 以下 亜鉛の量に関して、1.0mg／ 以下

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.03mg／ 以下 鉄の量に関して、0.3mg／ 以下

マンガンの量に関して、0.005mg／ 以下 マンガンの量に関して、0.05mg／ 以下

ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、20mg／ 以下 ナトリウムの量に関して、200mg／ 以下

マンガン及びその化合物

銅及びその化合物

塩化物イオン 20mg／ 以下 200mg／ 以下

0.005mg／ 以下 0.02mg／ 以下

0.2mg／ 以下

非イオン界面活性剤

蒸発残留物 50mg／ 以下 500mg／ 以下

フェノール類 フェノールの量に換算して、0.0005mg／ 以下 フェノールの量に換算して、0.005mg／ 以下

異常でないこと 異常でないこと

3mg／ 以下有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.5mg／ 以下

異常でないこと

臭気

トリエチレンテトラミンとして、0.01mg／ 以下 トリエチレンテトラミンとして、0.01mg／ 以下

0.01mg／ 以下

アミン類

エピクロロヒドリン 0.01mg／ 以下

0.01mg／ 以下

スチレン 0.002mg／ 以下 0.002mg／ 以下

シス-1.2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.004mg／ 以下 0.04mg／ 以下

1.4-ジオキサン 0.005mg／ 以下 0.05mg／ 以下

1.2-ジクロロエタン 0.0004mg／ 以下
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別表第2

1

2

別表第3

備考
1 　Ｄ：吐水口の内径（単位　ミリメートル）
　ｄ：有効開口の内径（単位　ミリメートル）
2 　吐水口の断面が長方形の場合は長辺をＤとする。
3 　越流面より少しでも高い壁がある場合は近接壁とみなす。
4

5 　プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入
れる水槽及び容器に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く。）において、
下欄に定める式により算定された越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が二〇〇
ミリメートル未満の場合にあっては、当該距離は二〇〇ミリメートル以上とする。

　浴槽に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く。）において、下欄に定める
式により算定された越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が五〇ミリメートル未満
の場合にあっては、当該距離は五〇ミリメートル以上とする。

近接壁が二
面の場合

（1.7×ｄ＋5）ミリメートル以上

（2×ｄ＋5）ミリメートル以上

（3×ｄ）ミリメートル以上

（3.5×ｄ）ミリメートル以上
壁からの離れが（4×Ｄ）ミリメートル
以下のもの

（1.7×ｄ＋5）ミリメートル以上

（3×ｄ）ミリメートル以上

13ミリメートル以下のもの

越流面から吐水口の最下端までの
垂直距離

壁からの離れが（5×Ｄ）ミリメートル
を超えるもの

壁からの離れが（3×Ｄ）ミリメートル
を超え（5×Ｄ）ミリメートル以下のも
の

20ミリメートルを超え25ミリメートル以下のもの
13ミリメートルを超え20ミリメートル以下のもの

　浴槽に給水する給水装置（水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の
越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具
（この表及び次表において「吐水口一体型給水用具」という。）を除く。）にあっては、この
表下欄中「25ミリメートル」とあり、又は「40ミリメートル」とあるのは、「50ミリメートル」とす
る。
　プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入
れる水槽及び容器に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く。）にあっては、
この表下欄中「25ミリメートル」とあり、「40ミリメートル」とあり、又は「50ミリメートル」とある
のは、「200ミリメートル」とする。

50ミリメートル以上
40ミリメートル以上

（1.7×ｄ＋5）ミリメートル以上

（2×ｄ＋5）ミリメートル以上

壁からの離れが（3×Ｄ）ミリメートル
以下のもの

近接壁の影
響がある場
合

近接壁が一
面の場合

近接壁の影響がない場合

区分

壁からの離れが（7×Ｄ）ミリメートル
を超えるもの

壁からの離れが（6×Ｄ）ミリメートル
を超え（7×Ｄ）ミリメートル以下のも
の

壁からの離れが（4×Ｄ）ミリメートル
を超え（6×Ｄ）ミリメートル以下のも
の

備考

越流面から吐水口
の中心までの垂直
距離

近接壁から吐水口
の中心までの水平

距離
呼び径の区分

25ミリメートル以上

50ミリメートル以上
40ミリメートル以上
25ミリメートル以上
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(平成九年四月二十二日)
(厚生省告示第百十一号)

給水装置の構造及び材質の基準に係る試験
第1

1　試験装置
(1)

(2)

2　試験操作
(1) 給水管
ア 　供試管に室温(20±15℃。以下同じ。)の水を満たし、供試管内の空気を除去する。
イ

(2) 給水用具
ア 　止水機構を有しない給水用具(エ及びカに規定するもの並びにオに規定する部分を除く。)
(ア) 　供試用具に室温の水を満たし、供試用具内の空気を除去する。
(イ)

イ

(ア)

(イ)

ウ

(ア)

　当該供試用具の開口部を密閉し、流入側から1.75MPaの静水圧を1分間加え、その
水漏れ、変形、破損その他の異常を確認する。

　供試用具の止水機構を全開にし、供試用具に室温の水を満たし、供試用具内の空
気を除去する。

　止水機構を有する給水用具であって、通常の使用状態において給水用具の流出側が大
気に開口されているもの(エ及びカに規定するものを除く。)
　供試用具の止水機構を全開にし、供試用具に室温の水を満たし、供試用具内の空
気を除去する。

給水装置の構造及び材質の基準に係る試験

　給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)第一条第
一項第一号、第二条第一項、第三条、第五条第一項第一号イ及び第六条の規定に基づ
き、給水装置の構造及び材質の基準に係る試験を次のように定め、平成九年十月一日から
適用する。

　給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「省令」と
いう。)第1条第1項第1号に規定する耐圧に関する試験は、次に定めるところによる。

　次の図に示すような試験装置に、供試管(試験に供される給水管をいう。以下同じ。)又は
供試用具(試験に供される給水用具をいう。以下同じ。)を通常の使用状態で取り付ける。

図　耐圧に関する試験装置例

　圧力計は、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下単に「日
本工業規格」という。)B7505号(平成6年)に規定するブルドン管圧力計(精度等級が1.6級以
上の精度を有するものに限る。以下同じ。)又はこれと同等以上の精度を有するものを用い
る。

　当該供試管の開口部を密閉し、1.75MPaの静水圧を1分間加え、その水漏れ、変形、破損
その他の異常を確認する。

　当該供試用具の開口部を密閉し、流入側から1.75MPaの静水圧を1分間加え、その
水漏れ、変形、破損その他の異常を確認する。

　止水機構を有する給水用具であって、通常の使用状態において給水用具の流出側が大
気に開口されていないもの(エ及びカに規定するものを除く。)
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(イ)

エ

供試用具の種類に応じ、ア、イ又はウに掲げる試験操作に準じて行う。
この場合において、「1.75MPa」とあるのは、「0.3MPa」と読み替えるものとする。

オ

(ア) 　水路に室温の水を満たし、水路内の空気を除去する。
(イ)

カ 　Oリング等を水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具

第2 　省令第2条第1項に規定する浸出に関する試験は、次に定めるところによる。
1　浸出用液の調製
(1) 　試薬は次のとおりとする。
ア 　精製水

イ 　有効塩素濃度0.3mg／ml次亜塩素酸ナトリウム溶液

ウ 　0.04mol／l塩化カルシウム溶液
　塩化カルシウム4.44gを精製水に溶かして1lとしたもの。

エ 　0.04mol／l炭酸水素ナトリウム溶液
　炭酸水素ナトリウム3.36gを精製水に溶かして1lとしたもの。

オ 　塩酸(1＋99)
カ 　0.1mol／l水酸化ナトリウム溶液
　水酸化ナトリウム4.0gを精製水に溶かして1lとしたもの。

(2) 調製方法

2　浸出液の調製
(1) 器具試験
ア 　末端給水用具(給水装置の末端に設置されている給水用具をいう。以下同じ。)
　次に掲げる方法に従って洗浄、コンディショニング(浸出液を安定させるために浸出用液

フレーム-原子吸光光度法、誘導結合プラズマ発光
分光分析法(以下「ICP法」という。)、イオンクロマトグラ
フ法(陽イオン)又は滴定法

ジエチル-p-フェニレンジアミン法、電流法又は吸光
光度法

残留塩素

pH値

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

アルカリ度 滴定法

ガラス電極法

　蒸留法若しくはイオン交換法により精製した水、又は蒸留法、イオン交換法、逆浸透法若
しくは活性炭吸着法を組み合わせた方法により精製した水。その電気伝導率は2uS／cm以
下とする。

　ビーカーに精製水900mlを採り、有効塩素濃度0.3mg／ml次亜塩素酸ナトリウム溶液、
0.04mol／l炭酸水素ナトリウム溶液及び0.04mol／l塩化カルシウム溶液を適量加えた後、精
製水を加えて1lとする。
　この溶液を塩酸(1＋99)及びそれを10倍希釈したもの並びに0.1mol／l水酸化ナトリウム溶
液及びそれを10倍希釈したものを用いてpH調整し、水質がpH7.0(±0.1)、硬度45(±5)mg
／l、アルカリ度35(±5)mg／l及び残留塩素0.3(±0.1)mg／lになるように調製する。
　水質の確認は、次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる方法により行
うものとする。

　貯湯湯沸器及び貯湯湯沸器の下流側に設置されている給水用具(カに規定するもの及
びオに規定する部分を除く。)

　一缶二水路型貯湯湯沸器の浴槽内の水等の加熱用の水路(熱交換器内のものに限る。)
の部分

　当該水路の開口部を密閉し、流入側から1.75MPaの静水圧を1分間加え、その水漏
れ、変形、破損その他の異常を確認する。

　供試用具の種類に応じ、ア、イ、ウ又はエに掲げる試験操作を行う。当該試験操作を行う
とともに、供試用具の種類に応じ、ア、イ又はウに掲げる試験操作に準じて行う。この場合に
おいて、「1.75MPa」とあるのは、「20kPa」と読み替えるものとする。

　当該供試用具の止水機構を閉止し、流入側から1.75MPaの静水圧を1分間加え、そ
の水漏れ、変形、破損その他の異常を確認する。

　次亜塩素酸ナトリウム溶液を、有効塩素濃度が0.3mg／mlとなるように精製水で希釈したも
の。
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(ア) 　洗浄

(イ) 　コンディショニング
①

ａ

ｂ 　aの操作をもう3回繰り返す。
ｃ

ｄ 　aからcまでの操作をもう1回繰り返す。
ｅ

②

③

④

(ウ) 　浸出
①

②

③

イ 　給水管等(給水管及び末端給水用具以外の給水用具をいう。以下同じ。)
　次に掲げる方法に従って洗浄、コンディショニング及び浸出の操作を継続して行う。
(ア) 　洗浄
　供試器具を水道水で1時間洗い、その後、精製水で3回洗う。

(イ) 　コンディショニング
① 　給水管等(②から④までに掲げるものを除く。)については、常温の浸出用液を用い、
供試管又は供試用具内部に浸出用液を満たして密封し、14日間静置する。浸出用液

　①から③までの規定にかかわらず、供試用具の材質、構造等によりコンディショニング
を行わなくとも当該浸出液が基準に適合することが明らかな場合には、コンディショニン
グの操作については省略することができる。この場合において、洗浄操作後、浸出用液
で3回洗い、浸出の操作を行うものとする。

　末端給水用具(②及び③に掲げるものを除く。)については、供試用具内部を常温の
浸出用液で満たして密封し、この水温を維持して、16時間静置した後、浸出液を採取
する。
　給水装置の末端に設置された瞬間湯沸器については、浸出用液を供試用具の最高
使用温度の許容範囲に加熱し、供試用具の最低作動水量(給水用具の熱源が作動す
るために必要な最低の水量をいう。以下同じ。)の状態で当該供試用具の体積の5倍程
度通水した後、浸出液を採取する。この場合において、浸出用液の加熱は当該供試用
具の熱源を用いて行うことができる。
　給水装置の末端に設置された貯蔵湯沸器又は貯湯湯沸器については、浸出用液を
供試用具の最高使用温度の許容範囲に加熱した水で供試用具内部を満たし、この水
温を維持して16時間静置した後、浸出液を採取する。この場合において、浸出用液の
加熱及び水温維持は当該供試用具の熱源を用いて行うことができる。静置時間は加熱
時間を含むものとする。

　供試用具内部を浸出用液で満たして密封し、2時間静置した後、浸出用液を捨てる
操作を4回繰り返す。その後、供試用具内部を浸出用液で満たして密封し64時間静置
した後、浸出用液を捨てる。

　aの操作を3回繰り返した後、供試用具内部を浸出用液で満たして密封し、2時間静置
した後、浸出用液を捨てる操作を4回繰り返す。
　給水装置の末端に設置された瞬間湯沸器については、浸出用液を供試用具の最高
使用温度の許容範囲に加熱した水を用い、①と同様の操作を行う。この場合におい
て、浸出用液の水温を維持する必要はなく、浸出用液の加熱は、当該供試用具の熱源
を用いて行うことができる。
　給水装置の末端に設置された貯蔵湯沸器又は貯湯湯沸器については、浸出用液を
供試用具の最高使用温度の許容範囲に加熱した水を用い、①と同様の操作を行う。こ
の場合において、浸出用液の水温は当該供試用具の最高使用温度の許容範囲に維
持し、浸出用液の加熱及び水温の維持は、当該供試用具の熱源を用いて行うことがで
きる。静置時間は加熱時間を含むものとする。

を満たし、捨てる操作を繰り返すことをいう。以下同じ。)及び浸出の操作を継続して行う。

　供試用具を水道水で1時間洗い、その後、精製水で3回洗う。コンディショニングの操
作は、洗浄後72時間以内に開始することとし、その間供試用具に浸出用液を満たして
おく。

　末端給水用具(②及び③に掲げるものを除く。)については、常温(おおむね23℃。以
下同じ。)の浸出用液を用い、aからeまでの操作を継続して行う。この場合において、浸
出用液の水温は常温に維持する。
　供試用具内部を浸出用液で満たして密閉し、2時間静置した後、浸出用液を捨てる
操作を4回繰り返す。その後、供試用具内部を浸出用液で満たして密封し16時間静置
した後、浸出用液を捨てる。
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②

③

④

⑤

(ウ) 　浸出
①

②

③

④

(2) 　部品試験及び材料試験

(3) 　空試験

3　分析方法

は14日間のうち少なくとも9回交換するものとし、1回の静置時間は24時間以上とする。
この場合において、浸出用液の水温は常温に維持する。
　加熱した水を通水することを目的とした給水管等(③及び④に掲げるものを除く。)につ
いては、①と同様の操作を行った後、浸出用液を供試管又は供試用具の最高使用温
度±2℃(最高使用温度が定められていないものについては90±2℃)に加熱した水で
供試管又は供試用具内部を満たして密封し、1時間静置した後、水を捨てる操作を2回
行う。この場合において、浸出用液の水温を維持する必要はない。
　給水装置の末端以外に設置された瞬間湯沸器については、浸出用液を供試用具の
最高使用温度の許容範囲に加熱した水を用い、②と同様の操作を行う。この場合にお
いて、浸出用液の水温を維持する必要はなく、浸出用液の加熱は、当該供試用具の熱
源を用いて行うことができる。
　給水装置の末端以外に設置された貯蔵湯沸器又は貯湯湯沸器については、浸出用
液を供試用具の最高使用温度の許容範囲に加熱した水を用い、②と同様の操作を行
う。この場合において、浸出用液の水温は当該供試用具の最高使用温度の許容範囲
に維持し、浸出用液の加熱及び水温の維持は、当該供試用具の熱源を用いて行うこと
ができる。静置時間は加熱時間を含むものとする。
　①から④までの規定にかかわらず、供試管又は供試用具の材質、構造等によりコン
ディショニングを行わなくとも当該浸出液が基準に適合することが明らかな場合には、コ
ンディショニングの操作については省略することができる。この場合において、洗浄操
作後、浸出用液で3回洗い、浸出の操作を行うものとする。

　給水管等(②から④までに掲げるものを除く。)については、供試管又は供試用具内部
を常温の浸出用液で満たして密封し、この水温を維持して16時間静置した後、浸出液
を採取する。
　加熱した水を通水することを目的とした給水管等(③及び④に掲げるものを除く。)につ
いては、浸出用液を供試管又は供試用具の最高使用温度±2℃(最高使用温度が定
められていないものについては90±2℃)に加熱した水で供試管又は供試用具内部を
満たして密封し、16時間静置した後、浸出液を採取する。この場合において、浸出用
液の水温を維持する必要はない。
　給水装置の末端以外に設置された瞬間湯沸器については、ア(ウ)②と同様の操作を
行う。
　給水装置の末端以外に設置された貯蔵湯沸器又は貯湯湯沸器については、ア(ウ)
③と同様の操作を行う。

　部品又は材料(金属以外のものに限る。以下同じ。)の試験は、当該部品又は材料が使用
される器具の試験に準じた試験操作により行う。この場合において、ガラス容器その他の試
験の結果への影響がほとんどない容器を用いて部品又は材料を上部に空隙げきができな
い条件の下で浸出用液に浸漬せきする方法、又は部品内部に浸出用液を満たす方法によ
り試験を行うものとする。

　空試験は、ガラス容器その他の試験の結果への影響がほとんどない容器中に浸出用液
のみを満たし、器具試験、部品試験又は材料試験に準じた試験操作により行う。

　次の表の左欄に掲げる事項についての浸出液の分析は、同表の右欄に掲げる方法によ
るものとする。
　器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析値と、空試験により得ら
れた浸出液の分析値との差を当該器具、部品又は材料の分析値とする。ただし、味及び臭
気については、器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析結果が空
試験により得られた浸出液の分析結果と比較して異常である場合には、当該器具、部品又
は材料の分析結果を異常とする。

フレームレス-原子吸光光度法、フレーム-原子吸光光度
法、ICP法又は誘導結合プラズマ-質量分析法(以下
「ICP-MS法」という。)

カドミウム及びその化合物
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還元気化-原子吸光光度法水銀及びその化合物

フレームレス-原子吸光光度法、ICP-MS法、水素化物発
生-原子吸光光度法又は水素化物発生-誘導結合プラズ
マ発光分光分析法(以下「水素化物発生-ICP法」という。)

セレン及びその化合物

フレームレス-原子吸光光度法、ICP法又はICP-MS法鉛及びその化合物
フレームレス-原子吸光光度法、ICP-MS法、水素化物発
生-原子吸光光度法又は水素化物発生-ICP法

ヒ素及びその化合物

フレームレス-原子吸光光度法、フレーム-原子吸光光度
法、ICP法又はICP-MS法

六価クロム化合物

シアン化物イオン及び塩化シア
ン

イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法　(注1)

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 イオンクロマトグラフ法(陰イオン)

ICP法又はICP-MS法
イオンクロマトグラフ法(陰イオン)

ホウ素及びその化合物
フッ素及びその化合物

パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法(以下
「PT-GC-MS法」という。)又はヘッドスペース-ガスクロマト
グラフ-質量分析法(以下「HS-GC-MS法」という。)

四塩化炭素

1,4-ジオキサン
PT-GC-MS法又は固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分
析法
PT-GC-MS法又はHS-GC-MS法1,2-ジクロロエタン

シス-1,2-ジクロロエチレン及びト
ランス-1,2-ジクロロエチレン

PT-GC-MS法又はHS-GC-MS法

PT-GC-MS法又はHS-GC-MS法
PT-GC-MS法又はHS-GC-MS法
PT-GC-MS法又はHS-GC-MS法

1,1,2-トリクロロエタン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン

フレームレス-原子吸光光度法、フレーム-原子吸光光度
法、ICP法又はICP-MS法

溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
PT-GC-MS法又はHS-GC-MS法
PT-GC-MS法又はHS-GC-MS法

亜鉛及びその化合物

ホルムアルデヒド
ベンゼン
トリクロロエチレン

アルミニウム及びその化合物 フレームレス-原子吸光光度法、ICP法又はICP-MS法

銅及びその化合物
フレームレス-原子吸光光度法、フレーム-原子吸光光度
法、ICP法又はICP-MS法

フレームレス-原子吸光光度法、フレーム-原子吸光光度
法、ICP法又はICP-MS法

鉄及びその化合物

フレームレス-原子吸光光度法、フレーム-原子吸光光度
法、ICP法、ＩＣＰ-ＭＳ法又はイオンクロマトグラフ法(陽イ
オン)

ナトリウム及びその化合物

フレームレス-原子吸光光度法、フレーム-原子吸光光度
法、ICP法又はICP-MS法

マンガン及びその化合物

固相抽出-吸光光度法非イオン界面活性剤
固相抽出-高速液体クロマトグラフ法　(注1)陰イオン界面活性剤
重量法蒸発残留物
イオンクロマトグラフ法(陰イオン)又は滴定法塩化物イオン

固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法　(注
1)

フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
(注2)

全有機炭素計測定法

比色法又は透過光測定法
官能法
官能法

色度
臭気
味

濁度 比濁法、透過光測定法又は積分球式光電光度法
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注
1

2

4　分析値の補正
(1) 　(2)及び(3)における用語の定義は、次のとおりとする。
ア 　「接触面積」とは、器具、部品又は材料が水又は浸出用液と接触する部分の表面積をいう。
イ 　「接触面積」とは、器具、部品又は材料が接触する水又は浸出用液の容積をいう。
ウ 　「接触面積比」とは、接触面積の接触容積に対する比をいう。
(2)

C＝ΣNi／VF
Ni＝Ai×(VLi／SLi)×SFi

C 器具の分析値(mg／l)
Ni 器具の状態における、部品又は材料ごとの浸出量(mg)
VF 器具の状態における、接触容積(l)
Ai 部品又は材料ごとの分析値(mg／l)
Vli 部品又は材料ごとの試験に用いた浸出用液の体積(l)
Sli 部品又は材料ごとの浸出用液が接触する部分の表面積(cm2)
Sfi 器具の状態における、部品又は材料ごとの接触面積(cm2)

(3)

評価対象器具の補正値＝NF×当該器具の分析値
NF＝VL／SL×SF／VF

　この算式においてNF、VL、SL、VF及びSFはそれぞれ次の数値を表わすものとする。
NF 補正係数
VL 当該器具における接触容積(l)
SL 当該器具における接触面積(cm2)
VF 評価対象器具における接触容積(l)
SF 評価対象器具における接触面積(cm2)

ア 　末端給水用具(瞬間湯沸器を除く。)については、VFが1l以下の場合には、1lとみなす。
イ

ウ

エピクロロヒドリン

固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法(以下「固相抽
出-GC-MS法」という。)

吸光光度法
PT-GC-MS法

PT-GC-MS法又はHS-GC-MS法
PT-GC-MS法又はHS-GC-MS法

2,4-トルエンジアミン

アミン類

固相抽出-GC-MS法2,6-トルエンジアミン

スチレン
酢酸ビニル

　平成19年3月31日までの間は、この表のシアン化物イオン及び塩化シアンの項、陰イ
オン界面活性剤の項及びフェノール類の項については、各項に定める方法のほか、そ
れぞれ流路型吸光光度法を適用することができる。
　給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令(平成16年厚
生労働省令第6号)附則第2条により読み替えて適用される有機物等(過マンガン酸カリ
ウム消費量)の検査方法については、滴定法による。

1,3-ブタジエン
1,2-ブタジエン

PT-GC-MS法又はHS-GC-MS法
PT-GC-MS法又はHS-GC-MS法

　部品又は材料の分析値については、次式により器具の分析値に換算するものとする。た
だし、味及び臭気については、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析結果
が異常である場合には、当該部品又は材料を使用する器具の分析結果を異常とする。

　この算式においてC、Ni、VF、Ai、VLi、SLi及びSFiはそれぞれ次の数値を表わすものとす

る。

　この算式は、部品試験及び材料試験における接触面積比が、器具の状態における当該
部品又は材料の接触面積比以上の場合について適用する。
　当該器具の分析値から、次式により補正値を算出するものとする。ただし、味及び臭気に
ついては、当該器具の分析結果をそのまま補正結果とする。

　湯水混合水栓については、上式により得られた値に、評価対象器具における飲用に供す
る水(加熱された水を除く。)の接触容積を乗じ、湯水混合水栓全体の接触容積で除した値
を補正値とする。
　給水装置の末端以外に設置された給水用具(瞬間湯沸器、貯蔵湯沸器及び貯湯湯沸器
を除く。)については、VFは評価対象器具における接触容積の25倍とする。
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エ
オ
(ア) 　評価対象器具の使用材料と当該器具の使用材料の材質が同等であること。
(イ) 　評価対象器具と当該器具の構造及び製造方法が類似していること。
(ウ) 　評価対象器具の接触面積比が当該器具の接触面積比以下であること。

5　評価

第3　省令第3条に規定する水撃限界に関する試験は、次に定めるところによる。
1　試験装置
(1) 　次の図に示すような試験装置に、供試用具を通常の使用状態で取り付ける。

(2)

(3) 　水平配管の起点から圧力測定計器までの距離は10mとする。
(4)

(5)

(6)

2　試験操作
(1) 　止水機構の閉止動作が手動で行われる給水用具
ア

イ

　瞬間湯沸器については、上式中の接触容積(l)を最低作動水量(l／分)と読み替える。
　この算式における評価対象器具とは、次の条件を満たすものをいう。

　4の補正値又は補正結果が省令第2条第1項に規定する基準に適合しているかどうか確認
する。

図　水撃限界に関する試験装置例

　配管の径については供試用具の呼び径以上とする。ただし、水平配管については直線の
配管であり、かつ、その径は供試用具の呼び径と同一とする。

　配管に用いる管の種類は、水道用硬質塩化ビニルライニング綱管、水道用ポリエチレン
粉体ライニング綱管又はこれと同等以上の内面に錆さびが生じにくく、かつ、膨張しにくい
管とする。
　圧力測定計器は、水圧の変動に対する応答性に優れ、かつ、水撃圧の最大値を正確に
記録することが可能なものを使用し、その取付位置は供試用具から上流側に1m離れた位
置とする。
　湯水混合水栓その他の同一の仕様の止水機構を2つ以上有する供試用具にあっては、
当該止水機構の少なくとも一つについて試験を行うこととする。

　供試用具の止水機構を開き、室温の水を通水して、供試用具及び配管内の空気を除去
する。
　止水機構を全開し(ハンドルの回転で止水機構を開閉する構造の供試用具にあっては、
ハンドルを約120゜開き(約120゜以下の角度で止水機構が全開となる供試用具にあっては、
全開のときの角度にハンドルを開き))、水平管内において流速2m／秒又は動水圧0.15MPa
の条件の下で室温の水を通水し、0.5秒を標準として供試用具の止水機構を閉止して、発
生した水撃により上昇した圧力(通水時の動水圧を含まない。)を測定する。
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(2) 　止水機構の閉止動作が自動で行われる給水用具
ア

イ

第4　省令第5条第1項第1号イに規定する逆流防止に関する試験は、次に定めるところによる。
1　試験装置
(1)

(2)

(3)

(4) 　加える静水圧が3kPaである試験においては、透明管を用い、水柱により水圧を加える。
2　試験操作
(1) 　逆止弁及び逆流防止給水用具((2)から(5)までに規定するものを除く。)
ア 　供試用具の逆流防止機構を開き、室温の水を満たし、供試用具の空気を除去する。
イ

(2) 　減圧弁
ア 　供試用具の逆流防止機構を開き、室温の水を満たし、供試用具の空気を除去する。
イ

(3)

ア 　供試用具の逆流防止機構を開き、室温の水を満たし、供試用具の空気を除去する。

　当該供試用具の流出側から3kPa及び1.5MPaの静水圧を1分間加え、その流入側への水
漏れ、変形、破損その他の異常を確認する。

　取付方向が垂直方向及び水平方向に兼用される供試用具については、少なくともいずれ
か一方の条件の下で試験を行うこととする。
　圧力計は、日本工業規格B7505号(平成6年)に規定するブルドン管圧力計又はこれと同
等以上の精度を有するものを用いる。

　供試用具の止水機構を開き、室温の水を通水して、供試用具及び配管内の空気を除去
する。
　止水機構を全開し、水平管内において流速2m／秒又は動水圧0.15MPaの条件の下で、
室温の水を通水し、供試用具の止水機構を自動閉止して、発生した水撃により上昇した圧
力(通水時の動水圧を含まない。)を測定する。

　次の図に示すような試験装置に、供試用具の流出側を取り付ける。この場合において、供
試用具の取付方向は、当該供試用具の通常の使用状態における方向とする。

図　逆流防止に関する試験装置例

　当該供試用具の流出側から3kPa及び当該減圧弁の設定圧力の静水圧を1分間加え、そ
の流入側への水漏れ、変形、破損その他の異常を確認する。
　逆流防止装置の流出側に止水機構が設けられておらず、かつ、大気に開口されている逆
流防止給水用具((4)及び(5)に規定するものを除く。)

静水圧3kPaの場合

静水圧3kPa以外の場合
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イ

(4)

ア 　供試用具の逆流防止機構を開き、室温の水を満たし、供試用具の空気を除去する。
イ

(5)

ア 　供試用具の逆流防止機構を開き、室温の水を満たし、供試用具の空気を除去する。
イ

第5　省令第5条第1項第1号イに規定する負圧破壊に関する試験は、次に定めるところによる。
1　試験装置
(1) 　次の図1に示すような試験装置に、供試用具を通常の使用状態で取り付ける。

(2)

(3) 　真空計の取付位置は、供試用具から流入側に1m以内とする。
(4) 　供試用具から真空計までの配管の呼び径は、供試用具の呼び径と同一とする。
(5)

(6)

(7)

(8)

　当該供試用具の流出側から3kPaの静水圧を1分間加え、その流入側への水漏れ、変形、
破損その他の異常を確認する。
　浴槽に直結し、かつ、自動給湯する給湯機及び給湯付きふろがま((5)に規定するものを
除く。)

　当該供試用具の流出側から3kPa及び50kPaの静水圧を1分間加え、その流入側への水漏
れ、変形、破損その他の異常を確認する。
　浴槽に直結し、かつ、自動給湯する給湯機及び給湯付きふろがまであって逆流防止装置
の流出側に循環ポンプを有するもの

　当該供試用具の流出側から3kPa及び、当該循環ポンプの最大吹出圧力又は50kPaのい
ずれか高い圧力の静水圧を1分間加え、その流入側への水漏れ、変形、破損その他の異
常を確認する。

図1　負圧破壊に関する試験装置例

　真空計は日本工業規格B7505号(平成6年)に規定するブルドン管圧力計又はこれと同等
以上の精度を有するものを用いる。

　バキュームブレーカ、減圧式逆流防止器又は負圧破壊装置を内部に備えた給水用具の
吐水口に透明管を取り付ける場合は、気密性を十分に確保する。
　バキュームブレーカ又は減圧式逆流防止器の試験においては、当該バキュームブレーカ
又は減圧式逆流防止器の空気吸入シート面から水面までの垂直距離が150mmとなるように
供試器具を取り付ける。
　負圧破壊装置を内部に備えた給水用具の試験においては、当該負圧破壊装置の空気
吸入シート面から水面までの垂直距離が当該供試用具の仕様に応じた距離となるように透
明管を取り付ける。
　水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が分離さ
れていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具(以下「吐水口一体型給水用具」と
いう。)の試験においては、次の図2に示すような試験装置を用い、吐水口と水受け部の水
面との間に透明管を取り付けない。
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2試験操作
(1) 　バーキュームブレーカ及び減圧式逆流防止器
ア

イ

ウ 　これらの操作を行ったときの透明管内の水位上昇をそれぞれ測定する。
(2) 　負圧破壊装置を内部に備えた給水用具
ア 　試験水位の設定

イ 　試験

(3) 　吐水口一体型給水用具

第6　省令第6条に規定する耐久に関する試験は、次に定めるところによる。
1　試験装置
(1) 　次の図1に示すような試験装置に供試用具を通常の使用状態で取り付ける。

図2　吐水口一体型給水用具に係る負圧破壊に関する試験装置例

　供試用具の流入側から一定の割合で大気圧から－54kPaまで除々に負圧を増し、－
54kPaで30秒間持続し、一定の割合で－54kPaから大気圧まで除々に負圧を減少させる。こ
の操作をもう2回繰り返す。
　その後、供試用具の流入側から－54kPaの圧力を5秒間加え、5秒間大気圧に戻す。この
操作をもう2回繰り返す。

　動水圧0.15MPaの条件で供試用具の吐水口から吐水し、吐水量と越流口からの排水量が
等しくなり、供試用具の水受け部内の水位が平衡に達したときの水位を記録し、これを試験
水位とする。

　供試用具の水受け部内の越流口を嵩上げし、水受け部内にアの試験水位まで水を満た
し、供試用具の止水機構を全開にし、(1)と同様の操作を行う。

　(2)と同様の操作を行う。この場合において、吐水口と水受け部の水面との間に透明管を
取り付けない状態で試験操作を行い、吐水口から供試用具の流入側への水の引き込みを
確認する。

図1　耐久に関する試験装置例
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(2)

(3)

2　試験操作
(1)

(2)

(3)

第7 　省令第6条に規定する耐寒に関する試験は、次に定めるところによる。
1　試験装置
(1) 　次の図に示すような試験装置に、供試管又は供試用具を通常の使用状態で取り付ける。

(2) 　配管の水平部分は下流側に向かって上がっており、その勾配は100分の1以上とする。
(3)

　この時の圧力源の圧力条件を維持しながら供試用具に室温の水を通水し、当該供試用
具の弁を毎分4回から30回までの開閉頻度で10万回開閉させる。この場合において、弁の
開及び閉の動作をもって1回の開閉とする。
　その後、耐圧に関する試験、水撃限界に関する試験、逆流防止に関する試験及び負圧
破壊に関する試験のうち、当該供試用具に適用される性能に係る試験を行う。

　圧力計は日本工業規格B7505号(平成6年)に規定するブルドン管圧力計又はこれと同等
以上の精度を有するものを用いる。
　空気弁については、次の図2に示すような試験装置を用い、空気圧を試験水圧よりも高い
値に設定し、水に空気を混入させる。

図　耐寒に関する試験装置例

　湯水混合水栓その他の同一の仕様の凍結防止機構を2つ以上有する供試用具にあって
は、当該凍結防止機構の少なくとも一つについて試験を行うこととする。

図2　空気弁に係る耐久に関する試験装置例

　圧力源の圧力条件を、供試用具の弁を閉じたときの静水圧が当該供試用具の最高使用
圧力の2分の1(逃し弁にあっては、当該供試用具の最高使用圧力の1.5倍)となるように設定
する。
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2　試験操作
(1)

(2)

(3)

第8

改正文　(平成一四年三月二七日厚生労働省告示第一一八号)　抄
平成十四年四月一日から適用する。

改正文　(平成一六年一月二六日厚生労働省告示第一五号)　抄
平成十六年四月一日から適用する。

改正文　(平成一八年三月三〇日厚生労働省告示第一九三号)　抄
平成十八年四月一日から適用する。

改正文　(平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第七六号)　抄
平成十九年四月一日から適用する。

改正文　(平成二十一年三月六日厚生労働省告示第五十六～五十八号)　抄
平成二十一年四月一日から適用する。

　その後、耐圧に関する試験、水撃限界に関する試験、逆流防止に関する試験及び負圧
破壊に関する試験のうち当該供試管又は供試用具に適用される性能に係る試験を行う。

　この試験方法における用語その他の事項でこの試験方法に定めのないものについては、
日本工業規格に定めるところによる。

　止水機構を有する供試用具については、止水機構を全開し、供試管又は供試用具に室
温の水を流水する。
　その後、通水を停止し、配管内の排水、及び水抜き、ヒーターによる加熱等により当該供
試管又は供試用具の仕様に応じた凍結防止のための操作を行い、10分間放置した後、試
験室内の温度を室温から－20±2℃まで除々に低下させ、当該温度を1時間維持し、供試
管又は供試用具に室温の水を通水する。この場合において、通水する前にヒーターを用い
て加熱すること等により解氷を行うことができる。
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